
　平素は、大変お世話になりありがとうございます。

　早速ですが、平成３１年（2019年）１０月に消費税率１０％への引き上げとともに軽減税率制

度が実施されます。また、平成３５年（2023年）１０月に適格請求書等保存方式（インボイス制

度）が導入されます。これらをわかりやすく解説して頂きますので是非ご参加下さい。

： 平成30年９月21日（金）14:00～16:00（予定）
： 伊勢商工会議所 ５Ｆ大ホール

： ★消費税軽減税率制度について

　～軽減税率の対象となるものは何？～

　～適格請求書等保存方式（インボイス制度）って何？～

： 伊勢税務署　法人課税第一部門上席調査官　佐藤　哲也　氏

： 無　料

： 下記の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。

： ９月11日（火）

　なります。
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平成30年９月吉日

　伊 勢 青 色 申 告 会

　会 長　今村　順一郎
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研修会参加申込書

記

【申込書送付先】 ＦＡＸ　０５９６－２６－００１７

参加者氏名

Ｆ Ａ Ｘ

住　　所


